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都道府県労働局長 殿

多店舗展開する小売業､飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の

適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について

標記については､平成 20年 9月 9日付け基発第 0909001号 ｢多店舗展開する小売業､

飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について｣(以下 ｢通達｣という｡)

等により当該店舗における労働基準法 (昭和 22年法律第 49号)第41条第 2号に規定す

る ｢監督若 しくは管理の地位にあるもの｣(以下 ｢管理監督者｣という｡)の範囲の適正

化を図るよう指示されたところである｡

通達については､一部に､管理監督者の範囲について誤解を生じさせかねないとの意

見があることを踏まえ､管理監督者の範囲の適正化を図るための周知及び監督指導等に

当たっては､以下の点について十分留意の上懇切丁寧な説明を行い､通達の趣旨･内容

が正確に理解されるよう配意されたい｡

(丑 通達は､店舗の店長等について､十分な権限､相応の待遇等が与えられていないに

もかかわらず管理監督者として取り扱われるなど不適切な事案もみられることから､

その範囲の適正化を図ることを目的として発出したものであること｡

② 通達は､昭和 22年 9月 13日付け発基第 17号 ･昭和 63年 3月 14日付け基発第 150

号 (以下 ｢基本通達｣という｡)で示された管理監督者についての基本的な判断基準の

枠内で､店舗における特徴的な管理監督者の判断要素を整理したものであるので､基

本的な判断基準を変更したり､緩めたりしたものではないことo

③ 通達で示 した判断要素は､監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱 した

事例を基に管理監督者性を否定する要素を整理 したものであり､これらに一つでも該

当する場合には､管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられるものであるこ

と｡



④ 通達においては､これらに該当すれば管理監督者性が否定される要素を具体的に示し

たものであり､これらに該当しない場合には管理監督者性が認められるという反対解釈

が許されるものではないこと｡これ らに該当しない場合には､基本通達において示され

た ｢職務内容､責任と権限｣､｢勤務態様｣及び ｢賃金等の待遇｣の実態を踏まえ､労務

管理について経営者 と一体的な立場にあるか否かを慎重に判断すべきものであること｡

なお､別添のとおり ｢｢多店舗展開する小売業､飲食業等の店舗における管理監督者の

範囲の適正化について｣に関するQ&A｣を取りまとめたので､説明等に当たって参考

とされたい｡



別添

｢多店舗展開する小売業､飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化

について (平成 20年 9月 9日付け基発第 0909001号)｣に関する0&A

問 1 今回の通達を発出した理由は何ですかO

答 今回の通達は､｢名ばか り管理職｣として､多店舗展開企業における小規模

な店舗の店長等について､十分な権限､相応の待遇が与えられていないにも

かかわ らず､労働基準法上の管理監督者であるとして､長時間労働を行わせ

るなど不適切な事案がみられることから､こうした事態に対処し､管理監督

者の範囲の適正化を図る目的で出したものです｡

問 2 今回の通達で示された判断要素は､管理監督者に係る ｢基本的な判断基

準 (昭和 22年発基 17号 ,昭和 63年基発 150号O以下同じo)｣を緩めている

のではないですか｡

答 今回の通達では､｢基本的な判断基準｣において示された職務内容､責任と

権限､勤務態様及び賃金等の待遇に関する基準の枠内において､また､いわ

ゆるチェーン展開する店舗等における店長等の実態を踏まえ､最近の裁判例

も参考にして､特徴的に認められる管理監督者性を否定する要素を整理 した

ものです｡

したがって､｢基本的な判断基準｣を変更 したり､緩めたりしたものではな

く､逸脱事例を具体的に示すことで､｢基本的な判断基準｣が適正に運用され

るようにするものです｡

問 3 今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合は､管理監督者で

あると判断されるのですか｡

答 今回の通達で示された否定要素は､監督指導において把握 した管理監督者

の範囲を逸脱 した事例を基に整理 したものであり､すべて管理監督者性を否

定する要素です｡したがって､これに一つでも該当する場合には､管理監督

者に該当しない可能性が大きいと考えられます｡

一方､こうした否定要素の性格からは､｢これに該当しない場合は管理監督

者性が肯定される｣という反対解釈が許されるものではありません｡仮に､

今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合であっても､実態に照

らし､｢基本的な判断基準｣に従って総合的に管理監督者性を判断し､その結

果､管理監督者性が否定されることが当然あり得るものです｡



間 4 ｢重要な要素｣と ｢補強要素｣を区分けして示 した理由は何ですか｡

答 今回の通達で示 した要素は､いずれも重視すべき要素ですが､その中でも

｢重要な要素｣は､監督指導において把握した実態を踏まえ､これらの事項

すら満たされていないのであれば､管理監督者性が否定される可能性が特に

大きいと考えられる逸脱事例を強調 して示 したものですD

問 5 今回の通達で ｢職務内容､責任と権限｣について挙げられている要素だ

けでは､労務管理について経営者と一体的な立場にある重要な職務と権限を

有するとは言い難いのではないですかO

答 ｢基本的な判断基準｣において､管理監督者は ｢労務管理について経営者

と一体的な立場にある者の意｣であるとされ､その範囲として､｢労働時間等

に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務

と責任を有 し｣ていることとされています｡

今回の通達は､｢基本的な判断基準｣を前提として､その枠内で､監督指導

において把握 した実態を踏まえ､裁判例も参考にして､管理監督者性を否定

する特徴的な判断要素を示 したものであって､これに該当すれば､労務管理

について経営者と一休的な立場にある重要な職務と権限を有するものとして

管理監督者性が肯定される､という要素を示したものではありませんo

問 6 店長であればパー トタイマー等の採用権限があるのは当たり前であって､

判断要素にならないのではないですか｡

答 監督指導において把握 した実態においては､店長であってもパー トタイマ

ー等の採用権限がないケースが認められたところですO

また､今回の通達の対象は､店舗の店長だけではなく､その部下であって

管理監督者として取 り扱われている者も対象としていますが､このような者

については､パー トタイマ-等の採用権限がない者が多い実態にあるので､

判断要素として有効に機能するものと考えています｡

なお､店舗における管理監督者の判断に当たっては､裁判例においてもパ

ー トタイマー等の採用権限の有無について判断しています｡

問7 今回の判断要素の中で､｢時間単価に換算 した賃金額が最低賃金額に満た

ない場合｣などのあまりに低い水準を示したにすぎない判断要素は､これに

よって管理監督者性が否定されるものはまれであるばかりか､結果として管

理監督者の範囲を広げることになるではないですか｡

答 今回の判断要素は､監督指導で把握 した管理監督者の逸脱事例を踏まえ示

したものであり､ご質問のような ｢基本的な判断基準｣からの逸脱が特に著



しく､問題であると考えられる実態も認められたため､否定要素として挙げ

たものです｡

もちろん､実際の労働時間数に応 じて時間単価に換算 した賃金綾が最低賃

金額を上回ったとしても､管理監督者性が肯定されることにはならないのは

当然のことです｡(間3参照)

むしろ､｢基本的な判断基準｣において､管理監督者は賃金等についてその

地位にふさわ しい待遇がなされていること､とされており､最低賃金額に近

い賃金水準である場合などには､当然これを満たさないこととなります｡

問 8 ｢賃金等の待遇｣についての ｢アルバイ ト･パー トの賃金額｣｢時間単価

換算 した場合の最低賃金額｣などの要素は当然のことを言っているに過ぎず､

むしろ補強要素として示されている ｢基本給､役職手当等の優遇措置｣や ｢支

払われた賃金の総額｣の要素 こそ重視されるべきではないですか｡

答 今回の通達で示した要素は､いずれも管理監督者性の判断に当たって重視

すべき要素であり､補強要素としているものについても､重視されるべきこ

とに変わ りはありません｡(問4参照)

時間単価に換算 した貰金額を比較した判断要素は､仮に賃金について何ら

かの優遇措置が講 じられているとしても､実態として長時間労働を余儀なく

されている場合には､実際の労働時間数で賃金額を割 り戻すと､優遇どころ

か､実質的にはアルバイ ト･パー ト等の賃金額や､さらには最低賃金額にも

満たないようなケースもあり､このような場合には､管理監督者性が否定さ

れて当然と考えられることから､重要な否定要素として､特に示 したもので

す｡


